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.開 会

.議 事   i
日程第11会議録署名委員指名

日程第2 会議録の承認

12月 定例会

日程第3 教育長の報告 :

日程第4 議案審議

議案第 1号

議案第 2号

議案第 3号

長浜市学棟怜食運営委員会規則?■部己女正にっぃて
、

長浜市立学校給食センター管理連営規程の一部弊正にっいて

長浜市学校施設等長寿命化計甲
の容定に

?彰 |て

日程第5 協議 !報告事項  i
ン

(1)長浜市市民で支える小学校給食費補助金交付規則の一部改正について

日程第6 その他

例会開催予定 2月 18日 、(禾)午 前10時00分足
令和3年 2月 教育委員会定ノ



条例・教育委員会規則等の制定!。 改廃に関する概要説明書

担1 当:すこやか教育峰進課
議案番Fi第/1号

″ /
件 1名 :長浜市学校給食運営委員会規則あ■部

第 1_提出理由        :   F

lξ::擦曇会暑gきョ魯景:||三晉与嚢扉言争4骨蓼FIビ冨琴ζ詈素竃畜患Йな三
第2 要点

ィ床務の担当を「長浜南部学校給食センタ十」力Ⅲら「すこやか教育推進課」へ改正する。

第3 施行期日l

‐`令和3年 4月 11白 から施桁すると



議案第 1号

`長浜市学校給食運営委員会規則のす部改正について

長浜市学校給食運営委員会規則 (平成18年長浜市教育委員会規則第23号)の下部を改正

する規貝1を次のように手J定することについて、委員会の議決を求めると

令和 3年 1月 23日提出

長浜市教育委員会 教育長 板中 ~央信

長浜市学校給食運営委員会規則の一部を改正する夫見則

長浜市学校給食運営委員会規則 (平成18年長浜市教育委員会塀則第23号)の下Jを次の

ように改正する。

第6条中「長浜南都学校給食センター」を「すこやか教育推準課」に弾ゆる。

附 貝1         1  '
この規則は、令和 3年 4月 1日 から施行する9   1  1
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長浜市学校給食運営委員会規則の一部を改正する規則 新旧対照表

新 十日

磁

第6条 委員会の庶務は、すこやか教育推進課において

処理するも

醒

第6条 委員会の庶務は、長浜南部学校給食センターに

おいて処理する。       |   |
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条例・教育委員会規則等の制定。改廃に関する概要説明書

担  当 :すこやか教育推進課

議案番号 :第 2号

件  名 :長浜市立学校給食センター管理運営規程の一部改正について

第 1 提出理由

(1)学校給食物資の濃定を行う物資選定委員会の効率的で柔軟な運営を図るため、学

校給食センターが個別に必要な内容を定めることができるよう改正するもの。

(2)学校給食衛生管理基準を更新するもの。

第2 要点

(1)物資選定委員会の運営等に関する規定を削除し、必要な事項は当該選定委員会を

置く学校給食センターが別に定める旨を規定するb

(2)学校衛生管理基準の引用先を平成21年文部科学省告示に改めるむ

第 3 施行期 日

令不日3年 4月 1日 か ら施行すると
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議案第 2号

長浜市立学校給食センター管理運営規程の一部改正について

長浜市立学校給食センター管理運営規程 (平成18年長浜市教育委員会訓令第 9号)の一

部を次のように改正することについて、委員会の議決を求める。  ′

令和 3年 1月 28日 提出

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信

長浜市立学校給食センター管理運営規程 (平成18年長浜市教育委員会規程第 9号)の一

部を次のように改正する。                生

第4条第 1項中 イ開催する。」を「置く。」に改める。

第 5条第 2項を次のように改めると
2 選定委員会の会議に関し必要な事項は、当該選定委員会を置く学校給食センタエ

が別に定める。

第 5条第 3項から第 7項までを削る。

第 8条中「学校給食衛生管理の基準 (平成 9年 4月 1日 文部科学省制定)」 を「学校給

食衛生管理基準 (平成 21年文部科学省告示第64号 )、 」に改める。

附 則

この規程は、令和 3年 4月 1日 から施行する。
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長浜市立学校給食センター管理運営規程の一部改正 新旧紺照表

新 十日

耐 作成委員a
第4条 学校給食の献立の作成に関して広く意見聴取を

行うため、学校給食ヤンターごとに献立作成委員会 (以

下「作成委員会」という。)を置く。

lγ刀資選定委員含

第5条

2 選定委員会の会議に関し必要な事項は、当該選定委

員会を置く学校給食ヤンターカ羽咄こ定める。

(学頼路浮跡駆七管理の群 の詢

第 8条 学校給食ヤンタとにおいて学校給食に関する業

務を実施するに当たり、関係法令及

を遵守するも

のとする。
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議案第3号

長浜市学校施設等長寿命化計画
|の
策定について

長浜市学校施設等長寿命化計画を別紙のとおり定めることについて、委員会の議決を求
める。

令和3年 1月 28日 提出

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信

ヽ
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長浜市学校施設等長寿命化計画の策定について

策定趣旨

本計画は、長浜市公共施設等総合管理計画の目標や方針を実現するための個別施設

計画と位置づけ、学校施設等の適正規模、適正配置等も検討しつつ、長寿命化改悴等

により現有建物を最大限活用できるよう、適七刀な改修の実施
‐
時期や規模を定めた中長

期的な計画として策定する。

2.計画期間

令和 3年度から令和12年度までの10年間

3。 計画概要 (長寿命化改修の考え方)

学校施設等を建築後80年まで使用することを目標とし、大規模改造の実施を建築後

20年及び60年に設定、長寿命化改修を建築から40年後に
~夫
施することを基本とする。

長寿命化改修を行いつつ目標使用年数を80年 とすることで、中長期的な維持管理等

に係るトータアレコス ト縮減と予算平準化を図るとともに学校施設に求められる機能・

性能を確保する。

4.計画策定スケジュール

令和元年  6月 20日

6月 27日

7月 18日

8月  6日

令不日2年  7月 27日

8月 19日

9月 23日

10月  1日
10月 21日

11月  4日
11月 19日

11月 20日

12月 21日

令和 3年  1月 28日

1月 29日

2月 18日

5。 パブリックコメント実施結果

i名 から4件の意見応募

庁議

市教育委員会 6月 定例会

市議会総務教育常任委員会

計画策定業務委託開始

市教育委員会委員協議会

庁議

市議会総務教育常任委員会

素案作成・全庁意見照会

市教育委員会 10月 定例会

庁議

市議会総務教育常任委員会

パブリックヨメン ト開始

パブリックコメン ト終了

市教育委員会 1月 定イアll会

計画策定業務委託終了

市議会総務教育常任委員会

(着手報告)

(着手報告)

(着手報告〉

(経過報告)

(経過報告)

(経過報告)

(パブコメ前)

〈パブコメ前)

(パブコメ前〉
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長浜市学校施設等長寿命化計画 (案 )

パブリックコメント実施結果について

■ 意見募集期間 令和 2年 ■ 月20日 から同年 12月 21日 まで

■ 提出された意見 1人 4件

■ 意見内容と意見に対する市の考え方

醜 意見要旨 意見に対する市の考え方

1 今後の地域別児童数減少動向をもとに、学校

の統廃合を直近 10年の計画に反映していただ

きたぃ。現状の小規模校については今後調整が

必要とした上で 現ヽ時点での統廃合計画も併記

したほうがより議論が進むのではないか。

小中学校の統廃合を検討するにあたって前提とな

る方針はあるものの、現時点で具体的な小中学校の

再編計画はありませんと再編計画については、本計

画 とは別途議論を重ね具体案がまとまった段階で本

計画の見直しを行 うことになります。

体育館は地域住民にとって災害時の避難所

ともなるため、校舎以上の基準で評価や維持管

理が必要ではないか。す方、近年は公共プール、

スイミングスクールも増え、学校プールの必要

性は以前と比べて低下しているのではないかЬ

体育施設についてはメリバ ヅのある施策を望

む。

体育館、校舎ともに一級建築士等による定期点検

を毎年実施するなど適正な維持管理に努めていま

す。また、体育館にういてはトイレの洋式化や天丼

落下防止対策を施すなど、指定 (緊急)避難所として

の機能も念頭におき改修を講じています。今後は、

長寿命化改修や予防保全の考え方に基づいて、引き

続き安全で安心できる教育環境の確保に努めます。

なお、学校プールについて tま、 1年間のうち実質的

な設備使用が短期であることや多額の維持管理費用

が必要となることも踏まえ、複数校による共同利用

や既存施設の利用を含めた検討を行います。

3 令和 2年 4月 、虎姫小学校、虎姫中学校が統

合され虎姫学園が開校 した。その結果として評

価できる点を次のように考える。

● 小学生 (高学年児童)が中学生の部活動を

見学、体験することができ、これらは中学

生にとっても新鮮で練習における意識面

でプラスになる。

● 地域のスポーツ教室と部活動 との連携が

とりやすぃと            ヽ

本市の義務教育学校においては「つなぎ lう なが

り」をキーワードに義務教育う年間を見通した教育

課程の正夫により、子どもたちの確かな学力の定着

を図るとともに、異学年や地域との多様な交流によ

り、豊かな人間性と社会性を育むことを基本方針と

しています。部活動においては5年生または6年生

から体験し、合同練習や学年に応 じた別メニューに

より子どもたち が互いに高めあう工夫をしていま

す。 1年生から9年生までの子どもたちがともに生

活を送る中で多くの交流が生まれており、他人を思

いやる気持ちの育成に繋がってぃます。

4 :今後の児童生徒数の減少に伴って、各学校に

どの程度の空き (余裕)教室が生じるのか見積

ったうえで、小中学校の統廃合等を進めるよう

望む。      i

小中学校の統廃合について、余裕教室の有無だけ

を根拠に議論するものではないと考えます。

現在、余裕教室は、新学習指導要領等に基づく学

習方法・指導方法の多様化に対応するため、少人数

教室、多目的室、授業準備室、児童生徒の生活・交流

不ペースとして使用しているほか、放課後児童クラ

ブ等、今日あ教育現場に求められる学習空間として

有効活用に努めています。
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協議・報告事項 (1)

長浜市規則等の制定。改廃に関する概要説明書

担  当 :すこやか教育推進課

件  名 :長浜市市民で支える小学校給食費補助金交付規則の一部改正について

第 1 改正理由

令和 3年 4月 1日 から学校給食費を公会計化することに伴い、月`学校給食費補助金に

係る事務手続きを変更し、学校及び市の事務を簡素化するため。

第2 要点

(1)第 5条における補助申請等受任者を当該児童が在籍する小学校又は義務教育学校の

学校長から長浜市教育委員会教育長に変更

(2)学校給食費の公会計化及び長浜市学校給食会の解散に伴い、補助金の支払い方法を

概算払から実績による普通十ムに変更

(3)様式第 1号の補助申請等受任者を教育長に変更、補助金を補助姑象者が納付すべき

学校給食費として収納することへの同意欄を追加

事務手続きの変更点

第 3 施行期 日

令和 3年 4月 1日 から施行する。

改正後 改正前

補助申請等

受任者
教育長 学校長

補助金支払

の流れ (市

立小学校、

義務教育学

校)

①学期終了後に実績により交付申請

兼請求

②交付決定         i
③給食費歳入科目に振替処理 (額の

確定は交付決定をもつてなされた

ものとみなす)

①給食開始前に交付申請

②交付決定

③交付請求

④学校給食会に概算払

⑤就学援助等を加味して実績報告

⑥額の確定

⑦精算 (戻入または追力日交付)

補助金支払

の流れ (長

浜養護学校

等)

給食費は保護者が学校へ 1年分支払

①県特別支援教育就学奨励費の支給

状況を学校から市に報告

②県から半額支給及び支給なしの保

護者を市補助金対象者とする

③市補助金対象者のみに申請書類を

郵送

④交付申請兼請求書提出

⑤補助金支払 (個人口座)

給食費は保護者が学校へ 1年分支払

①年度当初に市内在住者全員から交付申請

②交付決定

③県特別支援教育就学奨励費支給状況により、

県から全額支給を受けている保護者は市補助

金交付決定額の取消(半額支給を受けている

保護者は市補助金交付決定額の変更

④市補助対象者から実績報告・交付請求

⑤額の確定、補助金支払 (個人口座)
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長浜市市民で支 える小学校給食費補助金交付規則 の一部 を改工す る規則 新 旧対照表

鮪躍透の欄 (補助金の鶴

第4条 補助金の額は、学校給食費の実費とする。ただし、口又は地方公共団郎の負担 第4条 補助金の額は、学校給食費の実費とする。ただし、国又は地方公共団地の負担

鮪助羅籍)                  ｀

第?条  lttl
2 前頂の規定にかかわらず、次の各号のいヾ 組 こヽ該当するときは、補助金の交付を
受けることができなしヽ

(1)lttl
(2)長浜市就学援助          Ⅷ   (平成18年長浜市教育委員会告示
第5動 第2条第1項第7号に規定する紳 の給付を受けているとき。

(3)(略l

において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合は、補助金の額から当該給付
額を除くものとする。

2   1ttl

l綸レ,金の交付申請等の到千う

第5条 児童が長浜市立の小学校又は義務教育学校前期課程に在籍する補助対象者は、
補助金の交付申請、実績報告及び請求等に関することを長浜市毅育委員会教育長 (以

下「補助申請等受任者」という。)に委任できるものとする。

2 前項の規定による委任をする補助対象者は、長浜市市民で支える小学校給食聟綸助
金交付申請書兼委任状 l様式第1号)を補助申請等受任者に提出しなければならな

生

(補助金の交付申請及び請利

盤 前会隻2項の規定により、
申請及び委任があつたときは、補助金交付申請書基壼基豊 條式第2う に次に掲げ
る書類を添えて、学期毎に市長に提出しなけれぎならなし、
(1)長浜市市民で支えるガ学校給食資輔助事業明細書 (様式第3幼
(2)・ (3) (略 l

2 前条の規定による委任をしない補助対象者又は長浜市立以外の月学校等に在籍する

補助対象者 (以下「個人申請者Jという。)が補助金の交付を受けようとする場合
は、長浜市市民で支える小学校給食費補助金交付申請書適證基豊 (様式第1号の2)

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならなし、
(1)寺粥路絵黄の支払額等を証朗する書類

(2)  (略 l

ユ 補り事業実績報告は前2項の規定における書類の提出をもってなされたものとみな

上

(補助金の交付決0           ′

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請蒸董基があつたときは、当該申
請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、
補助金を交付すべきものと認めたときは 予ヽ算の範囲内において補助金の交付の決定
をしなければならなし、

2・ 3  1ttl

4 補助金の額の確定は、第1項の規定による交付決定をもつてなされたものとみな

二        
十

t彰割牛を付した場合にはその条イ牛を、第6条第1項の規定による申請の場合は補助申
請等受任者に、第6条第2項の規定による申請の場合は個人申請者に補助金交付決定
通知書 l様I式第

・4動 により通知するものとする。
2   1ttl

l補ロノも翻

第2条  lttl
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ力ヽこ該当するときは、補助金の交付を

受けることができなし光

(1)lttl
(2)長浜市就学援助費給付要綱 (羽或18年長浜市教育委員会告示第5号)第 2条第

1項第8号に規定する欝 の給付を受けているとき。

(3)  (μ ttl

において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合は、補助金の額から当該給付
額を陰くものとする。

2   1冊曽l

(補助金の交付申請等の封壬l

第5条 児童が長浜市立のノlヽ学校又は義務教育学校前期課程に在籍する補助対象翻ま、

補助金の交付申請、実績報告及び請求等に関することを当該児童が在籍する小学校又

は義務教育学校の学校長 (以下「補助申請等受任者」という。)に委任できるものと

する。
2 蝉 補助対象者は、補助金の受領及び精算に関することを長浜市学校給食

会長 以下「補助金受任者」という。)に委任できるものとする。

鮒助金の交付申詢

第6条 前条の規定による委任をする補助対象鞠 ま、長浜市市民で支える小学校給食費

補助金交付申請書兼委任状 l様テ式第1号)を補助申請等受任者に提出しなければなら

なしち

2 申請等受任者は、前項の規定により、補助対象者から補助金の申請及び委任が

ときは、補助金交付申請書 (様式第2う に次に掲げる書類を添えて、学期毎あつた

儀 定の通知) (淀定の胸

第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速や力Wこその決定の内容及びこれ 第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速や力ヽこその決定の内容及びこれ

に市長に提出しなlナ加 ぎならなし、

(1)長浜市市民で支えるイ学校給食費補助事業計画書 l様 ,式第39
(2)・ (3) l冊告l

皇 前条の規定による委任をしない補助対象者又は長浜市立以外の小学校等に在籍する

補助対象者 (以下「個人申請者Jと いう。)が補助金の交付を受けようとする場合
は、長浜市市民で支える小学校給食費補助金交付申請書 ぐ係式第1号の2)に次に掲
げる書類を添えて、市長に提出しなければならなし、

(1)学校給食費を証明する書類

(2)l略)

輪嘘 の報 0               ・

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係

る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金

を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をしな

ければならなし、
2・ 3  1ttl

に条イ牛を付した場合にはその条イ牛を、第6条第1項∠び隻2項のナ離
~による申請の場

合は補助申請争勤陸柳こ、第6条第3項の規定による申請の場合lまl国人申講者t曽甫助
金交付決定通知書 (様式簾4う により通知するものとする。

2   1ttl

雌 の変更申詢

第10条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助申請等受任者又は個人申請

新

1



十日新

2考解離揺潔君翠請諭るたときは、当那詢蘇る補助金の交付の決
定はなかつたものとみな坑

とができる。

2 第6条から前条までの規定は、前項の場合について靭調する。

(割肯変更による決定の取消し等l

第12条  (岡各l

2・ 3 (冊各l

輩を解職 樫 腱 稚 制 締 鐵 維
長に提出しなければならなし、

(1)長浜市市民で支える小学校給食費補助鋤 書 俗猷第 6幼

(2)補助対象児童名簿

2牢
篇 雑 塑 鑑 逮 昴 鎌 録 翠 箸 報 鍮 ≦ 錐 籍 鑑 錠

提出しなければならなしち

(1)学校給食費の支払額等を証明する書類

(2)その也市長がZ要と認める書類

l事情変更による決定の取消し9
第10条 lttl

2・ 3  1冊笞l

9甫助金の交ω

第コ条

市長は、第6条第1項の規定による委任をした補助対象者があらかじめ同意している

場合は、交付する補助金と当該補助対象者が納付すべき学校給食費を相殺するものと

し、同条第2頂の規起こよる場合|よl回人申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金線の端数計動

第12条  lttl
2(冊各l

(鯨の制 )

第13条  (略l

(補則)

第14条  lttl

第14条

は、第 9条第1項の場合について準用する。

誓を卑鞘 撃 絆 艇 蘊 鰐 臨 蹄
ればならなしち

↓÷鋪 姦 鴇 種 駐 λ露雛 詔 蹂 鑑 還 葦 素 軽 誠 薪 薪 鎮

による場合は個人申請者に補助金を交付するものとする。

皇 市長は、補助金の交付の目的を趨戎するため必要があると認めるときは、前項の規

定により補助金受任者に補助金を交付する場合に限り(概算払しヽこより交付すること

ができる:この場合において、補助申請等受任者は、補助金概算払請求書 (様式第8

号の2)を市長に提出しなければならなし、

鶴競澄の精動

第16条 前条第3項の規定による概
~昇
ヤ/、いとした補助金の精算はそ当該年度イヨ高する学

期分に限り翌学期分及び翌 学々期分の概算払又げ情算で調整できるものとする。

9甫期 の端数計3罰

第17条 lttl

2   1冊各l

l様,式の鞠効

第18条  lttl

(ネ甫貝|う

第19条  (辟曽l

1

新



司号 (第 5条聞Ю

様式第 1号 (第 5条聞係)

長浜市市民で支える小学校結食費補助金交付申語書兼委任状

年  月

長浜市長 あて

日

長浜市市民で支える小学校給食費補助金の交付を受けたいので、長浜市市民で支える小

学校給食甍†語助金交付規則第 S条のチ見定により申H看 します。    
フ

氏 名 学校名 学 年

年

様式第1号 (第 6条醐

畏浜市市民で支える小■僚給食費喜衛助金交什申講春兼委任状

4‐   月  a

畏浜市長 あて

髪浜市市民で支える小学校給食費補助金の交付を受tサ たい′〉で、長浜市市民で支える小

学校給食費補助金交付規則纂6条第 1,項 の規定により申静します。

1 紺象児竜

氏名 学校名 学年

午

(保護者)

④

新

名

住

氏購『購

2 同意審及び姿を状

新 I日

(1)国又は地方/ぉ＼共団体の負担において学校給食螢の全部又は 一部の給付を受けた

金額及び学校給含霞の

`内

付状況について 市が関係機関に報告を求めることを同意 し

ます。

(2)長浜市市民で支える小学校総食費補助金交付規則第 5条の規定により 千虚助金の

交付申請及び請藪について 長浜市教育委目会教育長に委任します。

(3)こ の補助金の交付に際し、オムが長浜市長に対してイ内付すべき学校給食賀がある場

合は、当該学校給食畳として耳又Υ内してください。

年  月  日

氏名

長浜市市民で支える小学校絡食安r絡助金交付規烈,第 4条 |こ 基づく園又1ま 地方公共団体

の,(擢 tこ おヤヽて学校給資狩の金部又rよ、一部の給付を受子すた金額及び学校給食費のな付

状ι
'こ

|こ
″

!〉 予ヽて 市が躙係機lユltこ 準風告を求めることを回意します.

また、美浜市市民で文える小学校捨食安補lサJ金交付規則第5条の規定により、締助金

に関する一切の確限について、児くが在籍する学校長及び学校給食会長1圭婆任します。

年   月   臓

0氏名

1号の2 1第 6条伊郵p
様式第 1=の 2悌 6条関係)

長篠市市民で支える小学校倫食費補助金交付申請書兼請求青

様式第 1号の2(第 6条聞Ю

長浜市市暴で支える小学rたな食貨籍V,食 交付中船1毎

年  月  尉

年  月  日

3 交付申語 (請求)額

振
込
売
金
融
機
関

口連子,

持浜市長 あて

④

乗浜市市長で支える|ヽ 学核給隻貸補助金 (テ I交 付を受イナたいの 〔 長浜市議員 で支える,jヽ

■枝給食昔縞助金交針観 l第 4条短 3項のチ見たにより■語 しま,1)

氏 名 学校′
子■ ■年

学

年

年

氏名 学校給資賛 研 額 ) 対像月′次 小言1

11 円

F' 劇

日 円

長浜市長 あて

(保護者)

住所

氏名

(電話番号 :

(lヽ 護者 )

斎

第

住

氏

長済市市民で支える小学校綸食嚢補助金の交付を受けたいので、長済市市民で支える小
学校給食費補助金交仕チ見員!第 6柔第 2'責 の親定により申請及び請求します。

氏 名 学校名 学 年

年

年

氏 著 学校倫食費 (月 額) 対象月数 小 討

円 円

円 円

長浜市市民で女える小学禁こ奇食套補助金交付疑RI第 4条 に基づ く国文ほ地方公共団tの 負 l髯

l、 おぃて学校船査費で,,全 苗F又は ,首 ,0,常A,を 授イ,た 歳額及び学校t奇食費めIぬ付状況につrて

市か関 係観「うl_報 告を求めることを同意 します。          年  月  日

新

長社1,市 民ぐ支tる 小学校絡食費輔助後交付親則第 4条に基づく露又 r去 地方公Ji団体

(D負盤 ,こおいて学技給食賽の全部又1と 、一部の給付を登
'た

企額及び年技鍮食貸イう熱牛,

状況について、市が関係幌隅iこ 録とを求いることを向意 します ,

氏′ノ, 9

竿  舞  iヨ

S 同意脅

14

3 交付申請額



2号 (第 6条醐

r票式第 2号 (第 6条関係)

学 績 老

株式第2号 (第 6

様式第3号 (第 6

請 助 金 ノスく付 宰 誇 書

年  ア1  日
補 助 金 交 付 申 謂 書 兼 請 求 書

長浜市長 あで

長浜市事実育委員会

教育長

長藤市市民で支える小学校給食畳補助金交付規則第6条第1項の規定により、次のとお

り申語及び請求 します。

補助金の交付については、当該補助対象者が納付すべき学校倫食費と相殺 してください。

3号 (第 6条聞耐

i崇 式第 3号 (第 6条関係)

長浜市市民で文える小学校給食畳補助事業明細書

援浜市長 あて

(学校長 )

学校の所在地

学校のノィ4湧 t及 び学校長名

提浜市市民で交える小学?支給
′
焚費輔功金交付観期第 6条 第 2項の視定により

り申識 し主す。

年  月  日

e

次のと第

畏浜市 l,民 て支えるおヽ学校

給食費総β,事業

年    ■     1ヨ

(1) 畏浜市市民で支える小学校織食費補助事業

とヤ潤書 (簾式奔 3号)

補助対辣児亀名簿

そ′)他帯長が必要と露ある書類

(2'

(3)

疑浜市市民で支える小学校給食賞補助事業識「画書

年   月  日

年  月  日

補助年度 年 度

補助事業 の名称
長浜市市民で支える小学校

給食費補助事業
補助学朝 学 期

補 助 事 業 の終 雷 所 要 額 内 訳

交 付 申 請 (請 求 )額 円

補 助 事 業 の 完 了 年 月 日 年    月   日

添 付 書 類

(1)長 浜市市民で支える小学校綸食置補助事業

明細脅 (l議式第 3号 )

(2)補 助対象児童名簿

(3)そ の他市長が必要と認める書類

爺B′」々E度 年度

甜助髯r業 の名称

補助学知 学″滉

補 助 事 業 の 経 費 所 要 額 内 4R

交   付   中  請   須 円

総 助 事 業 の 完 了 予 定 与 舞 目

添    lヽl   書    類

学 期
学校倫食奮

(月 額)

対 象

児童数

対象

月数
補助対象額小計 備 考

学 期 円 人 円

学 期 円 人 円

学期 円 人 円

学 期 円 人 円

合 計 人 円

学期
学校給資費

(月 額)

対象

児通教

対象

月教
補助対象額小芽ト 備 考

学期 円 人 lエ
コ

学期 i弓 園

■鶏 円 人 眸

学期 fl 人 f【
l

合計 入 「骨

15



様式第4号 (第 9条闘附
様式第 4号 (第 9条関係)

4号 (第 9条醐

補 助 金 交 付 決 定 通 知 奉

補助金交付決定過知 書
年  月  日

年  月  日

`ま

長浜市長

年  月  日付けで申請兼請求のあった補助金の交付にっいて、次のとも`り

決定 したので、長浜市市民で支える小学校給食費補助金交付規則第 9条第 1項の規定によ

り通分野します。

様

長振市長

年  月  日付けで申誘のあった補助1>(r,交 付につザヽて、次(′)と おり決定し
たので、癸浜市市民で支える小学校給食費補助金交付規費l第 9条窮1項の規懲こより通女解
し`たす。

補助年度 年度
補助金の名称

長浜市市民で支える小学校倫

食費補助金

補助学舞, 学 朗

率甫助事業の名弥
長浜市市民で支える小学校

給食畳補助事業交付決定番号 第  号

交 付 決 定 金 額 円

補 助 事 業 の 経 費 清 算 額

(補 助対象金額 )
円

交付 の条件

(1)経 費の百己分の変更をする場合は、市長の承認

を得ること。

(2)内 容の変更をする場合は、市長の承認を得る

こと。

(3)中 止又は廃止する場合は、市長の承認を得る

と

補助年度 年度
総助往(′】名称

農浜市市民で支える小学校給
食★給彦ジ,金

補助学 l切 挙 期

総務事業の名称
憂浜市市民で支える小学校

給食狩納助事業交付決定番号 弟  号

交 付 決 定 金 額 爵

募 だ 基 準 円

交付の条件

(1)経費の配分の変更をする場合ri、 市長の承認

を得ること,

(?)ブ再容Fノ≫′麦`更をす/亨Й佳全は、市長の承認を得る
こと,

(3)中止又は廃とする場斜才、市長の承認を4予る
こと。

F帝 助 事 業 実 繊 響て告 書

年  月  日

畏浜市長 あて

(学校長 )

学校′′,所在地

学校の名抹及び学校疑名

D

最浜市市民で支える小学校給食費補助企交

`す

疑昇1第 13条第 1頃のタヨ定:こ より、次のと
おり報告します,

第    を

長浜市市民で交える小学校

給rt費補りJ金

年    月

農

交付決定

年脅自
年    月   FI

交付飛定番 号

構W,年 チ竃 年度

紳功金′′,′る称
補助学 l切 学的

11協 身l,事 業 の 名 称 髪濃市市民で支える1ヽ 学校給食費構助事業

孝露l助 1'業 の え T年 月 臓

l,効
'l手

業 の 交 付 決 定 室魔 開

ll尋 り,事 業 F′サ既 交 付 金 額

納 助 事 業 の 経 費 満 纂 額

(補助対象/」〉額)
R

添    付    書

(1)J監 浜市市民で文える小学校給 食費有権助

事業実績幸長告書 (様式第 6号)

(2)総 助対象児な名簿

16



新

船 コプ」事 栄 実 績 率R告 壌伊

年    月    自

畏浜市長 あて

④

乗浜市市民で支える小学校給食
′
簾

“

韓擦l,金
=4付

規壱lll第 18条第 2項の綬定 iこ より、次のと

お り毒1告 し表す。         I

(保護者 )

所

名

往

氏

交付決定

年月自
年  月  日 交紺決定番号 第    号

韓
'ブ

J年度 年度 爺う
f,金 び′名称

長浜,,市民で支える小学校

4.△ lq卜女捕Jlじ 金

締 助 率 業 の イ_称 曼浜市市民で支える小学校籍食安柄材,」事業

補 助 事 業 r′

rジ

完 r年 月 風 年 月 ロ

弐韓助 事 業 の 交 付 決 定 Vl 爵

補 助 事 業 の 既 交 付 金 額 用

補 助 事 業 の 経 費 清 第 額

(白韓ll力対象金室層)

開

添    付    書    サ猥 (1)学校緒食!婢 の支払願等を経明す′ぅ書類

長議市落民で支えるJヽ学校給食営締腕事業実績 lF告 書

学校名

る

区 分
学校織食費

(月 績)

対象覺竜撤 t,象 月宏 精助対象雑ミ小計

一 般 印 入 FI

要保護 人

準撃保鱒

掛別支l避散畜魔学撰励 FI 入

合 計 入 劇

提動″翠,こ 糀助対象期聞
対象児なの

氏名
学年

円

:働

尉

衛

関

合言r 人

異動理由 補助 ,々象 期f制

児強く
'1

氏名
学年 縮助対象績

:引

爵

R
P

合 寵 人

納助対象な長
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4 帝監助金甘象額総計

る と



機 助 金 確 定 通 知 事

年  月  日

様

羹凝落長

年  月  固付けで実績報告のあづた締勢事業1こついて,ま、次
')と

おり補りl

後の額生穂だと4(ア)で、長浜F'市民で支える小学校絡査費布B助霊交付規則絡14条の規定
により通表研しますぅ    .

交Ⅲ決定

等月再
年  月  日

交俄決定番磨ヽ

神駒年度 年度

補助金の空・称
長浜市市民で烹える小学校

織
―
食狩構,":金縮助学翔 挙y』

籍 助 事 業 の 変 付 決 定 額 手η

補 助 事 業 の 経 費 溝 算 顔

(補助対幸Ⅲ機額〉
園

補 助 金 の 変 付 ぬ 窟 金 額 儡

交任決定

年月日
年  月  日

交付決定番号

魯併蜘年度 年度

簡助学期 学ダ翻
補助金 (″ 1名 ▼l,

魯働 幼 李 集 め 名 ▼l・ 長浜市市民て支える小学被絵食費補助事業

"助

金 の 交 ,付 決 定 金 額 踏

補 助 後 の 交 付 確 定 金 額 冊

縛 効 金 の 瞬 交 付 金 額

織 ,チ
l,金 の 既 交 付 午 再 日

交 付 請 求 金 額 蜀

本 交 付 金 額

絡 助 金 交 付 舗 求 書

年  舜  露

長瀑市髭 あて

笠虜

蕪名
.            e

髭焼市市民で支える小学校絵食脅穂助後′え館女見景峰第18条第 1項の規定により、次のと
おり舘本します。

長浜市i"民で支える小学技

給食費補助金

年  月  自

隅



新 I日

様鵡 8号の21第15条闘Ю

締 助 金 桃 第 仏 雷身求 書

年  月  厨

長浜市長 あて

(学校長 )

学校の所在地

学校名及び学校長名

⑩

長浜海市民で支える小学校給食費第
=J/与

金交付規即第15条舞3項の規定とこより

しヽそ交付されるよう次あとおり粛求します。

概算すム

交付決定

年月日
年  身  日

交任決定善号 舞   身

補助年度 年オ斑

総助金の嘉猫,

長浜市市民て支える小学校

結▲残費補助金擦翔と華理l 学郵

輸 脂ノ与 事 業 /′,患 称 長浜:'市民で支える小学校絡査費綸助妻業

4ヽ偉 助 金 の 交 |'決 定 金 額 l弩

今 回 講 差 額 鶴

(ヽ
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